
令和５年１０月３日
鳥取市役所協働推進課
〒６８０－８５７１
鳥取市幸町７１番地

電話 0857-30-8177

２０２３
No.12

通巻165号

区 分
認知件数

R５.８月末 R４.８月末 増減

刑法犯総数 ４５８ ４３６ ２２

凶悪犯 １ ５ －４

粗暴犯 ５８ ６６ －８

窃盗犯 ３２７ ２８８ ３９

知能犯 ２９ １４ １５

風俗犯 ４ ８ －４

その他の刑法犯 ３９ ５５ －１６

皆さんの日頃のちょっとした防犯意識で、犯罪を未然に防げることもあります。
一人ひとりが防犯意識を持って、自分と大切な家族を守りましょう！！

〇 情報元：鳥取県警察本
部・鳥取警察署
ホームページ

〇 R５年の刑法犯の件数
は暫定値

※ 窃盗犯327件で前年比＋39件
※ 鳥取警察署管内では、７月末現在
自転車盗111件（前年比＋54件）

侵入窃盗 28件（ 同 ＋11件）

本市の刑法犯認知件数は、平成25年には1,649件でしたが、各種防犯対策や市民の皆さま
の自主防犯活動により、令和２年には654件と大きく減少しました。しかし、令和３年は755
件と増加に転じ、昨年は微減したものの、本年８月末現在では昨年より22件増加していま
す。まずは、被害に遭わないよう一人ひとりが対策を行うことが重要です。

� まずは本市の犯罪発生状況をチェック！
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合言葉は「鍵かけ」、「声かけ」、「心がけ」。自分と大切な家族を守りましょう！

自転車の盗難は市内で最も認知件数の多い犯罪です。令和４年は自転
車の盗難は１３９件発生しており、盗まれた自転車のうち１０９件（約８割）が
無施錠でした。自宅や出先、コンビニ、スーパーなどでの短時間の駐輪時
でも、盗難に遭わないよう必ず鍵をかけましょう。
２種類の鍵をかける「ツーロック」が盗難防止に効果的です。
侵入窃盗も約８割が無施錠による被害ですので、施錠の徹底をお願いし
ます！！



特殊詐欺事件の被害状況 【本年９月認知分】

● 投資名目（金融商品）詐欺

・被害者 米子市居住 ６０代、女性

・被害額 2,104万円

本年５月頃、米子市居住のAさんは、投資をしようとインターネットの暗号資産の投資

サイトにアクセスし、サイト内の人物からチャットで資産運用の説明を受け、６～８月の

計１０回にわたって投資運用資金として５９０万円を指示された口座に送金した。

その後、配当金３千万円を受け取れるようになったと知らされ、出金を依頼したとこ

ろ、「手数料として配当金の５％が必要」、「米国のキャピタルゲイン税が必要」などと

支払いを求められ、合計１，５１４万円を追加で振り込んだ。

しかし、配当金が受け取れず、さらに金の振込みを要求されたため、夫や銀行に相

談して警察に通報し、詐欺であることが判明した。

★ 投資する場合は、詐欺の可能性があることを念頭に、ネットで知り合った人が勧

める投資や知らない投資会社を安易に信用せず、周囲に相談するなど自分自身で

よく調べるようにしてください。

警察総合相談電話＃９１１０ 鳥取警察署 ０８５７-３２-０１１０

（鳥取県警ホームページから）

（９月1４日あんしんトリピーメールを加工）

薬物の乱用とは、医薬品を医療目的以外に使用すること、又は医療目的にない薬物を
不正に使用することをいいます。精神に影響を及ぼす物質の中で、覚せい剤、大麻、コ
カイン、ＬＳＤ、ＭＤＭＡ、向精神薬、シンナー等習慣性があり、乱用され、又は乱用され
るおそれのあるものが、法令によりその取扱いが禁止又は制限されています。

これらの薬物は、中枢神経系に作用し、乱用したときの快感を得るため、又は乱用を
やめたことによる苦痛（禁断症状）から逃れるため、薬物を強く求めるようになる「依存
性」が形成されます。

また、薬物を繰り返し使っているうちに同じ量では効かなくなる「耐性」が生じます。
「たった一度だけ」という好奇心や遊びのつもりであっても、薬物の依存性と耐性によっ
て、乱用する量や回数が増えていくという悪循環に陥り、自分の意志でやめることがで
きなくなります。 乱用をやめても、睡眠不足や過労、ストレス、飲酒等をきっかけにし
て、突然に精神障害が現れる（フラッシュバック）ことがあります。

覚せい剤や麻薬等は、それを乱用する人間の身体、精神を蝕み、人が人としての生活
を営むことをできなくするだけでなく、場合によっては死に至ることもあります。また、薬
物乱用による幻覚、妄想が、殺人や放火等の凶悪な犯罪や交通事故を引き起こすこと
があるなど、乱用者本人だけではなく、周囲の人、さらには社会全体に対しても、取り返
しのつかない被害を及ぼしかねないのです。こうしたことから、覚せい剤、麻薬等の使
用、所持などは法律により厳しく禁止されています。

薬物乱用防止

（鳥取県警ホームページから）








